
区 分
行 政 職 公 安 職 教 育 職 ㈡ 教 育 職 ㈢ 研 究 職

級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比

令　和　 5　年

1 月 1 日現在

9級 20 0.6 9 級 （    1）
9

（  3.6）
0.4 4 級 43 2.2 4 級 （    4）

266
（  1.5）

4.8 5 級 6 3.0

8 級 （    6）
40

（  3.1）
1.2 8 級 20 0.8 3 級 69 3.5 3 級 291 5.2 4 級 9 4.5

7 級 87 2.6 7 級 45 1.8 特 2級 2 0.1 特 2級 16 0.3 3 級 76 38.2

6 級 132 4.0 6 級 （    2）
84

（  7.1）
3.4 2 級 （  243）

1,861
（100.0）

93.0 2 級 （  267）
4,984

（ 98.5）
89.7 2 級 （    5）

108
（ 83.3）

54.3

5 級 （    1）
514

（  0.5）
15.4 5 級 （    1）

287
（  3.6）

11.6 1 級 25 1.2 1 級 ― ― 1級 （    1）
―

（ 16.7）
―

4級 （    1）
900

（  0.5）
26.9 4 級 （   14）

606
（ 50.0）

24.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3級 （  149）
769

（ 76.0）
23.0 3 級 （    8）

571
（ 28.6）

23.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2級 432 12.9 2 級 （    2）
565

（  7.1）
22.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1級 （   39）
447

（ 19.9）
13.4 1 級 279 11.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 （  196）
3,341

（100.0）
100.0 計 （   28）

2,466
（100.0）

100.0 計 （  243）
2,000

（100.0）
100.0 計 （  271）

5,557
（100.0）

100.0 計 （    6）
199

（100.0）
100.0

令　和　 4　年

1 月 1 日現在

9級 21 0.6 9 級 12 0.5 4 級 （    1）
43

（  0.5）
2.1 4 級 （    1）

277
（  0.4）

4.9 5 級 5 2.6

8 級 （    3）
36

（  1.6）
1.1 8 級 19 0.8 3 級 68 3.3 3 級 293 5.2 4 級 9 4.6

7 級 90 2.6 7 級 52 2.1 特 2級 1 0.1 特 2級 15 0.3 3 級 80 41.0

6 級 138 4.0 6 級 89 3.6 2 級 （  219）
1,944

（ 99.5）
93.4 2 級 （  269）

5,023
（ 99.6）

89.6 2 級 （    6）
101

（ 85.7）
51.8

5 級 504 14.7 5 級 282 11.4 1 級 24 1.1 1 級 ― ― 1級 （    1）
―

（ 14.3）
―

4級 965 28.2 4 級 （   15）
604

（ 55.6）
24.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

　

　　　ウ　級別職員数

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
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区 分
行 政 職 公 安 職 教 育 職 ㈡ 教 育 職 ㈢ 研 究 職

級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比

令　和　 4　年

1 月 1 日現在

3級 （  150）
762

（ 80.7）
22.3 3 級 （    8）

578
（ 29.6）

23.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2級 453 13.2 2 級 （    4）
564

（ 14.8）
22.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1級 （   33）
457

（ 17.7）
13.3 1 級 272 11.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 （  186）
3,426

（100.0）
100.0 計 （   27）

2,472
（100.0）

100.0 計 （  220）
2,080

（100.0）
100.0 計 （  270）

5,608
（100.0）

100.0 計 （    7）
195

（100.0）
100.0

区 分
医 療 職 ㈠ 医 療 職 ㈡ 医 療 職 ㈢ 福 祉 職 技 能 労 務 職

級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比

令　和　 5　年

1 月 1 日現在

4級 5 27.8 7 級 2 2.1 7 級 ― ― 5級 1 1.3 4 級 11 26.8

3 級 2 11.1 6 級 14 14.6 6 級 ― ― 4級 20 27.0 3 級 （   10）
30

（ 58.8）
73.2

2 級 1 5.6 5 級 34 35.4 5 級 11 14.7 3 級 3 4.1 2 級 ― ―

1級 10 55.5 4 級 （    5）
9

（ 55.6）
9.4 4 級 （    1）

22
（100.0）

29.3 2 級 11 14.9 1 級 （    7）
―

（ 41.2）
―

― ― ― 3級 15 15.6 3 級 12 16.0 1 級 （    1）
39

（100.0）
52.7 ― ― ―

― ― ― 2級 22 22.9 2 級 30 40.0 ― ― ― ― ― ―

― ― ― 1級 （    4）
―

（ 44.4）
― 1級 ― ― ― ― ― ― ― ―

計 18 100.0 計 （    9）
96

（100.0）
100.0 計 （    1）

75
（100.0）

100.0 計 （    1）
74

（100.0）
100.0 計 （   17）

41
（100.0）

100.0

令　和　 4　年

1 月 1 日現在

4級 5 23.8 7 級 2 2.1 7 級 ― ― 5級 1 1.4 4 級 12 26.7

3 級 2 9.5 6 級 14 14.7 6 級 ― ― 4級 20 27.8 3 級 （    8）
33

（ 50.0）
73.3

2 級 1 4.8 5 級 35 36.8 5 級 11 16.9 3 級 （    1）
2

（ 50.0）
2.8 2 級 ― ―

1級 13 61.9 4 級 （    7）
9

（100.0）
9.5 4 級 （    1）

25
（100.0）

38.5 2 級 6 8.3 1 級 （    8）
―

（ 50.0）
―

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
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― ― ― 3級 13 13.7 3 級 10 15.4 1 級 （    1）
43

（ 50.0）
59.7 ― ― ―

― ― ― 2級 22 23.2 2 級 19 29.2 ― ― ― ― ― ―

― ― ― 1級 ― ― 1級 ― ― ― ― ― ― ― ―

計 21 100.0 計 （    7）
95

（100.0）
100.0 計 （    1）

65
（100.0）

100.0 計 （    2）
72

（100.0）
100.0 計 （   16）

45
（100.0）

100.0

（注）職員数欄及び構成比欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員で外数である。

（級別の基準となる職務）

区 分 9　　級 8　　級 7　　級 6　　級 5　　級 4　　級 3　　級 2　　級 1　　級

行 政 職 部 長 部 次 長 課 長 参事・主幹 課 長 補 佐 係 長
主 任 主 査 主 査 主 任 主 事

主 任 技 師 主事・技師
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区 分 合 計
代 表 的 な 職 種

行 政 職 公 安 職 教 育 職 ㈡ 教 育 職 ㈢ 研 究 職

本

年

度

職　　　員　　　数（Ａ） 16,386 3,003 2,454 2,680 7,378 259

昇給に係る職員数（Ｂ） 11,527 2,666 2,224 1,556 4,726 136

1 号 給 299 81 7 79 125 2

2 号 給 100 37 2 19 40 ―

3 号 給 91 34 9 2 44 ―

号給数別内訳
4 号 給 8,247 1,899 1,607 1,095 3,376 102

5 号 給 ― ― ― ― ― ―

6 号 給 2,241 496 478 291 914 26

7 号 給 ― ― ― ― ― ―

8 号 給 549 119 121 70 227 6

比　　　　　率　　B／A 70.3 88.8 90.6 58.1 64.1 52.5

前

年

度

職　　　員　　　数（Ａ） 16,442 3,057 2,454 2,680 7,378 259

昇給に係る職員数（Ｂ） 11,528 2,661 2,184 1,584 4,769 135

1 号 給 316 74 4 90 141 2

2 号 給 101 35 1 22 40 1

3 号 給 100 34 4 1 55 4

号給数別内訳
4 号 給 8,215 1,893 1,586 1,106 3,386 96

5 号 給 ― ― ― ― ― ―

6 号 給 2,245 505 468 294 919 26

7 号 給 ― ― ― ― ― ―

8 号 給 551 120 121 71 228 6

比　　　　　率　　B／A 70.1 87.0 89.0 59.1 64.6 52.1

　　　エ　昇　給

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％
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区 分
代 表 的 な 職 種

医 療 職 ㈠ 医 療 職 ㈡ 医 療 職 ㈢ 福 祉 職 技 能 労 務 職

本

年

度

職　　　員　　　数（Ａ） 44 226 87 67 188

昇給に係る職員数（Ｂ） 14 67 65 59 14

1 号 給 ― 1 ― ― 4

2 号 給 1 1 ― ― ―

3 号 給 1 ― ― ― 1

号給数別内訳
4 号 給 11 51 52 46 8

5 号 給 ― ― ― ― ―

6 号 給 1 12 11 11 1

7 号 給 ― ― ― ― ―

8 号 給 ― 2 2 2 ―

比　　　　　率　　B／A 31.8 29.6 74.7 88.1 7.4

前

年

度

職　　　員　　　数（Ａ） 43 226 87 67 191

昇給に係る職員数（Ｂ） 17 68 55 41 14

1 号 給 ― 3 1 ― 1

2 号 給 ― 1 1 ― ―

3 号 給 1 1 ― ― ―

号給数別内訳
4 号 給 14 50 41 32 11

5 号 給 ― ― ― ― ―

6 号 給 2 11 10 8 2

7 号 給 ― ― ― ― ―

8 号 給 ― 2 2 1 ―

比　　　　　率　　B／A 39.5 30.1 63.2 61.2 7.3

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％
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区 分
支 給 期 別 支 給 率

支 給 率 計 職制上の段階、職務の
級等による加算措置 備 考

6　　　　月 12 　　　月

本 年 度 （1.15）
 2.175

（1.15）
 2.175

（2.3）
 4.35 有

（　）内は、再任用職
員の支給率である。前 年 度 （1.125）

2.125
（1.125）

2.125
（2.25） 
 4.25 有

国 の 制 度 （1.15）
 2.2  

（1.15）
 2.2  

（2.3）
 4.4 有

区 分 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度 その他の加算措置等 備 考

支 給 率 等 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

（ 3％〜30％加算）

国 の 制 度
（支 給 率 等）

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

（ 3％〜45％加算）

　　　オ　期末手当・勤勉手当

　　　キ　地域手当

　　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

支給対象地域 東 京 都
特 別 区 医師 奈 良 市、

大和郡山市 生 駒 市 天 理 市 大和高田市、
橿 原 市

桜井市、御所市、
宇陀市、磯城郡

香芝市、葛城市、
生駒郡、北葛城郡

そ の 他
の 県 内

支 給 率 16.1 16 7.1 6.1 6.1 6.1 5.1 6.1 5.1

支給対象職員数 25 21 6,537 763 600 1,826 1,633 2,030 2,951

国の指定基準に
基づく支給率 20 16 10 6 12 6 3 6 0

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

人 人 人 人 人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
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　　　ケ　その他の手当

区 分 国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

扶 養 手 当 同 じ

住 居 手 当 異 な る

手当の支給対象となる家賃額の下限　国　16,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　県　12,000円

手当額の上限　国　28,000円

　　　　　　　県　27,000円

通 勤 手 当 異 な る
交通用具　国　2,000円〜31,600円

　　　　　県　3,100円〜37,500円

区 分 全 職 種
代 表 的 な 職 種

行 政 職 公 安 職 教 育 職 ㈡ 教 育 職 ㈢ 技能労務職

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 1.7 0.5 2.7 2.0 1.8 0.7

支 給 対 象 職 員 の 比 率
（令和 5年 1 月 1 日現在） 56.4 28.4 72.7 95.1 49.6 51.0

代表的な特殊勤務手当の名称 教育職員特殊勤務手当、警察職員特殊勤務手当、特地勤務手当、用地取得等交渉業務手当、高所作業手当

　　　ク　特殊勤務手当

％ ％ ％ ％ ％ ％
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